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今回は、従来から注目されていた「外商投資法」の草案が、2018 年末に公表されたため、これをトピックとして取り上げ、

速報いたします。  

トトピピッックク 

一一  「「外外商商投投資資法法（（草草案案））意意見見募募集集」」  

（原文「外商投资法（草案）征求意见」） 

全人代常務委員会、2018年 12月 26日発表 

  全人代常務委員会は、2018年 12月 26日、「外商投資法（草案）意見募集」（以下、「本意見募集稿」という）を発表

した。本意見募集稿は、2019年 2月 24日まで意見募集が行われる。 

外商投資に関する総合的な法律の草案として、商務部が 2015年 1月 19日に公布した「外国投資法（草案意見募

集稿）」（以下、「2015 年意見募集稿」という）があり、①外国投資者及び外国投資、②参入管理、③国家安全審査、

④情報報告、⑤投資促進及び⑥投資保護等に関する 170条の条文が設けられていた。 

本意見募集稿は、2015 年意見募集稿から内容を見直し、規定する項目を①投資促進、②投資保護及び③投資管

理に限定し、全 39条のみによって構成されている。本意見募集稿の主な内容は以下の通りである。 

 

1. 外国投資者、外商投資及び外商投資企業の定義 

(1) 外国投資者 

本意見募集稿では、外国投資者とは、外国の自然人、企業及びその他の組織をいうとされている（本意見募集稿 2

条 1項）。 

2015 年意見募集稿では、外国投資者とは、中国国内において投資を行う、①中国国籍を有しない自然人、②その

他の国または地域の法律に基づき設立された企業、③その他の国または地域の政府及びそれに属する部門又は機

構、④国際組織とされていたが、文言上、このうち③及び④が削除されたことになる。 

また、2015年意見募集稿では、上記①から④に定める主体による支配
1
を受けている中国国内の企業は外国投資

                                                      
1
 2015年意見募集稿 18条によれば、支配とは、ある企業について、以下の条件のいずれかに合致する状況をいう。 

(1) 直接又は間接的に、当該企業の 50％以上の株式、持分、財産持分、議決権又はその他の類似権益を保有していること 

(2) 直接又は間接的に保有する当該企業の株式、持分、財産持分、議決権又はその他の類似権益は 50％に満たないが、以下の状況のいずれかに該当してい

ること 

① 当該企業の董事会又は類似の意思決定機関の半数以上の構成員を直接又は間接的に任命する権限を有していること 

② 当該企業の董事会又は類似の意思決定機関の半数以上の議席をその指名する者が得ることを確保する能力を有していること 

Ⅰ 全人代レベル 

Ⅱ 国務院レベル 

Ⅲ 中央行政部門レベル 

Ⅳ 司法解釈 

Ⅴ 地方レベル 

Ⅵ その他 
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者とみなす旨が規定されていたが、本意見募集稿ではこのような規定は設けられておらず、文言上は、外国投資者

の範囲は 2015 年意見募集稿より限定されているように見受けられる。そのため、下記の外商投資企業の定義（外商

投資企業とは外国投資者による投資と定義されており、間接的な投資は言及されていない）と併せて読めば、外国企

業の中国子会社の子会社（外国企業から見れば孫会社）は外商投資企業には該当しないように読める。ただし、外

商投資の概念には、下記に述べるように、外国投資者による間接的な中国投資も含まれる。従って、外国企業がそ

の中国子会社を通じて中国に投資する場合（例えば外国投資者の孫会社を設立する場合）は、外商投資に該当し、

本意見募集稿の投資促進、投資保護、投資管理（いずれも後述）が適用されることになる。 

 

(2) 外商投資 

本意見募集稿では、外商投資とは、外国投資者が直接又は間接的に中国国内において行う投資活動をいうとさ

れ、以下の行為が外商投資に含まれるとされる（本意見募集稿 2条 2項）。 

①外国投資者が単独又はその他の投資者と共同で中国国内において投資する新規プロジェクト、外商投資企業

の設立又は追加投資 

②外国投資者が買収方式により、中国国内企業の株式、持分、財産持分又はその他の類似する権益の取得 

③外国投資者が法律、行政法規又は国務院の規定するその他の方式により中国国内においての投資 

本意見募集稿は、2015 年意見募集稿が外商投資に該当するものとして列挙していた「国内企業の議決権を取得

すること」、「株式、持分、財産持分、議決権又はその他の類似権益を保有する国内企業に対して期間 1 年以上の融

資を提供すること」、「国内の土地使用権又は建物所有権等の不動産の権利を取得すること」、「国内又はその他の

中国の資源管轄権に服する領域における自然資源の探査もしくは開発のライセンスを取得すること、又はインフラの

建設もしくは運営のライセンスを取得すること」及び「契約又は信託等の方式により国内企業を支配し、又は国内企業

の権益を保有すること」を規定しておらず、文言上、外商投資の対象範囲を限定しているように見受けられる。 

特に、2015年意見募集稿は、「契約又は信託等の方式により国内企業を支配し、又は国内企業の権益を保有する

こと」を外商投資の範囲に明示的に含めていただけでなく、国外取引により国内企業の実質的支配権が外国投資者

に移転する場合、外商投資とみなすと定めていたが、本意見募集稿は当該規定を設けていない。2015 年意見募集

稿において、これらの規定の存在により、外商投資に含まれるものとして規制が及ぶことが予想されていた、いわゆ

る VIE スキーム
2
が、本意見募集稿の下でも外商投資に含まれるか否か、含まれる場合にどのように取り扱われるの

かについては、現時点では明らかではない。 

 

(3) 外商投資企業 

本意見募集稿では、外商投資企業とは、その全部又は一部が外国投資者により投資され、中国の法律により中国

国内での登記登録を経て設立された企業をいうとされている（本意見募集稿 2条 3項）。当該外商投資企業の定義に

ついては、2015年意見募集稿から変更されていない。 

以上をまとめると下表のとおりとなる。 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                     
③ それが有する議決権が株主会、株主総会又は董事会等の意思決定機関の決議に対し重大な影響を及ぼすに足ること 

(3) 契約又は信託等の方式により、当該企業の経営、財務、人事又は技術等に対し決定的な影響を与えることができること 
2
 インターネット産業等の外国投資が制限されている分野について実務上行われてきた、中国籍の自然人が設立した国内法人に必要な許認可を取得させ、外

国企業が設立した外商独資企業又は外国企業が契約関係を通じて当該国内法人をコントロールして事業を行わせる投資方法。 



森・濱田松本法律事務所 中国プラクティスグループ 

森・濱田松本法律事務所 中国プラクティスグループ 

2019年 1月 21日 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますよう 

お願い申し上げます。                                          © 2019 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. - 3 -  

中国最新法令 < 速報 > 第 294号                                 Mori Hamada & Matsumoto 

 

 
 2015年意見募集稿 本意見募集稿 

外国投資者 

 

中国国内において投資を行う以下の主体 

①中国国籍を有しない自然人 

②その他の国または地域の法律に基づき設立され

た企業 

③その他の国または地域の政府及びそれに属する

部門又は機構 

④国際機構 

外国の自然人、企業及びその他の組織 

外国投資者の

みなし規定 

上記に定める主体による支配を受けている国内企

業は外国投資者とみなす旨の規定あり。 

なし 

外商投資 外国投資者が直接または間接的に従事する以下の

投資活動 

①国内企業を設立すること 

②国内企業の株式、持ち分、財産持分、議決権又

はその他の類似権益を取得すること 

③自らが前号の権益を保有する国内企業に対して

期間 1年以上の融資を提供すること 

④国内又はその他の中国の資源管轄権に服する領

域における自然資源の探査若しくは開発のライセン

スを取得すること、又はインフラの建設若しくは運営

のライセンスを取得すること 

⑤国内の土地使用権又は建物所有検討の不動産

の権利を取得すること 

⑥契約または信託等の方法により、国内企業を支

配し、又は国内企業の権益を保有すること 

外国投資者が直接または間接的に中国国内におい

て行う投資活動、以下の場合を含む 

①外国投資者が単独又はその他の投資者と共同で

中国国内において投資する新規プロジェクト、外商

投資企業の設立又は追加投資 

②外国投資者が買収方式により、中国国内企業の

株式、持分、財産持分又はその他の類似する権益

の取得 

③外国投資者が法律、行政法規又は国務院の規定

するその他の方式により中国国内においての投資 

外商投資のみ

なし規定 

国外取引は、それにより国内企業の実質的支配権

が外国投資者に移転する場合、外商投資とみなす

旨の規定あり。 

なし 

外商投資企業 全部または一部が外国投資者による投資であり、中

国の法律に基づき設立された企業。 

全部または一部が外国投資者による投資であり、中

国の法律に基づき設立された企業。 

 

2. 投資促進 

本意見募集稿は、外商投資に対して参入前内国民待遇にネガティブリストを加えた管理制度（すなわち、投資段階

での内国民待遇を原則としつつ、ネガティブリストにより一定の規制を行う管理制度）を全面的に実行することを明確

にした（本意見募集稿 4条）。また、本意見募集稿は、以下の通り投資促進に関する規定を設けている： 

①国が企業の発展を支援するための各政策は、原則として外商投資企業に対しても同等に適用する（本意見募集

稿 9条）。 

②外商投資に関連する法律、法規、規則の制定にあたっては、外商投資企業の意見や建議を聴取しなければなら

ない（本意見募集稿 10条）。 

③国は、外商投資サービス体系を整備し、外国投資者及び外商投資企業に法律法規、政策措置、投資プロジェク

ト情報等に関するコンサルティング及びサービスを提供する（本意見募集稿 11条）。 

④外商投資企業も平等に標準化業務に参与するものとする（本意見募集稿 15条）。 

⑤政府調達に当たって外商投資企業によって生産される製品も平等に扱われる（本意見募集稿 16条）。 

⑥外商投資企業は、法により株券、社債等の証券を公開発行し、又はその他の方式により資金を調達することが

できる（本意見募集稿 17条）。 

 

3. 投資保護 
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本意見募集稿は、以下の通り、国家収用、資金海外送金、知的財産権保護、技術移転、政府承諾、企業通報等投

資保護に関する規定を設けている： 

①国は外商投資に対する収用を実行しない。社会公共の利益として収用する必要がある場合、法に定める手続
3

に従って実施し、公平かつ合理的補償を与えなければならない（本意見募集稿 20条）。 

②外国投資者が中国国内においての出資、利益、資本収益、ライセンス料、法により取得した補償又は賠償は、法

により人民元又は外貨で自由に海外送金することができる（本意見募集稿 21条）。 

③国は、外国投資者及び外商投資企業の知的財産権を保護する。外商投資においての技術提携の条件は投資

の各当事者が協議して確定し、行政機関及びその職員は行政手段を利用して技術譲渡を強制してはならない（本意

見募集稿 22条）。 

④各級人民政府及び関連部門が制定する外商投資に関する規範性文書は、法律法規の規定に合致しなければ

ならず、外商投資企業の合法権益を違法に減損したり、義務を加重したり、市場参入、退出条件を違法に設置しては

ならず、外商投資企業の正常な生産経営活動を違法に干渉又は影響してはならない（本意見募集稿 23条）。 

⑤地方各級政府及び関連部門は、法により制定した政策承諾及び締結した各種の契約を厳格に履行してはならな

い。国家利益、公共利益として変更する必要がある場合、法定権限及び手続を厳格に遵守し、かつ外国投資者、外

商投資企業がこれにより受けた損失を補償する（本意見募集稿 24条）。 

⑥外商投資企業通報体制を整備し、外商投資企業が報告した問題を速やかに解決する（本意見募集稿 26条）。 

 

4. 投資管理 

本意見募集稿は、外商投資について、以下の通り、ネガティブリストによる管理制度、外商投資情報報告制度及び

外商投資国家安全審査制度等投資管理に関する規定を設けている： 

①ネガティブリストによる管理制度を確実に実行する。ネガティブリストに定める投資禁止分野は投資してはなら

ず、投資制限分野は所定の条件に合致しなければならない。ネガティブリスト以外は内外資一致の原則により管理す

る（本意見募集稿 27条）。 

②外商投資プロジェクトの審査認可、届出は、国家の関連規定に従う（本意見募集稿 28条）。 

③外商投資情報報告制度を確立する。情報報告の内容及び範囲は、十分な必要性及び厳格な抑制の原則に基づ

いて確定する。外国投資者及び外商投資企業は、企業登記システム及び企業信用情報公示システムを通じて商務

所管部門に投資情報を提出する。部門間の情報共有により取得できる投資情報は、再度提出を要求してはならない

（本意見募集稿 31条）。 

④国は、外商投資安全審査制度を確立し、国家安全に影響する又はその可能性がある外商投資に対して安全審

査を実施する。法により下した安全審査決定は最終決定となる（本意見募集稿 33条）。 

2015 年意見募集稿は、外資参入制度、国家安全審査制度、情報報告制度について要件、手続、要素等を詳細に

定めているが、本意見募集稿は、上記のとおり原則的な規定のみ定めており、詳細は各関連法令
4
に委ねられる。 

 

                                                      
3
 「憲法」10 条及び「物権法」42 条によれば、国は、公共の利益のため必要がある場合、法律の規定に従い土地の収用を実施することができ、かつ収用を行う

際には補償を与えるとされている。収用について、「国有土地上建物収用補償条例」10 条は、政府は、収用決定を公布する前に、収用補償案を作成して公布し、

30日以上の期間公衆の意見を徴求をしなければならないと定めている。同条例 17条は、補償の内容を定めている。 
4
 外資参入制度について、自由貿易試験区の実験成果を踏まえて、2016 年から全国において参入前内国民待遇にネガティブリストを加えた管理制度が実施

されている。また、ネガティブリストに関わらない外商投資プロジェクトは、商務主管部門による審査認可制から届出制に変更された。 

国家安全審査制度について、自由貿易試験区では「自由貿易試験区外商投資国家安全審査試行規則（国弁発[2015]24号、2015年5月 8日実施）」が公布

され、全国範囲では「外国投資者による国内企業買収に対する安全審査制度の確立に関する通知（国弁発[2011]6 号、2011 年 3 月 3 日実施）」が公布され、

国家安全審査制度が確立されている。 

情報報告制度について、国家企業信用情報公示システムが整備され、企業は当該システムを通じて企業年度検査等を行い、情報を主管部門に提出する。 
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5. 法律責任 

2015 年意見募集稿は、投資禁止分野への投資及び参入許可規定違反の罰則について、過料の金額を含めて詳

細に定めている
5
。他方、本意見募集稿は、(i)投資禁止分野へ投資した場合について、①所管部門により投資活動の

停止を命じ、期限を設けて持分、資産を処分し、又はその他の必要な措置を取ること、②投資が行われる前の状態に

戻すこと、③違法所得がある場合は、違法所得を没収すること、(ii)投資制限分野に関する参入特別管理措置に違反

した場合について、①所管部門により是正を命じ、必要な措置を取り、参入特別管理措置の要求を満たすようにする

こと、②是正を拒否する場合、(i)の規定により処理することなどを定めるのみである（本意見募集稿 35条）。 

また、2015 年意見募集稿は、国家安全審査義務違反及び情報報告義務違反に関する罰則を詳細に定めている

が、本意見募集稿は、規定を設けていない。 

 

6. 「中外合弁経営企業法」、「外資企業法」、「中外合作経営企業法」の廃止 

 本意見募集稿によれば、外商投資法の施行により、「中外合弁経営企業法」、「外資企業法」、「中外合作経営企業

法」は廃止される。そのため、これまでこれらの法令に基づいて会社法の規律とは異なる企業のガバナンスが構築さ

れてきたが（例えば、中外合弁企業においては株主会を設置せず、董事会が最高意思決定機関とされている。）、今

後は外商投資企業においても会社法に基づくガバナンス体制を構築することになると考えられる。 

ただし、外商投資法の施行前に「中外合弁経営企業法」、「外資企業法」、「中外合作経営企業法」に基づいて設立

された外商投資企業は、外商投資法の施行後 5 年間、企業の組織形態を元のまま維持することができるとする経過

措置が定められている（本意見募集稿 39条）。 

（全 39条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5
 例えば、2015年意見募集稿 144条によれば、投資禁止分野に投資した場合、外国投資主管部門は、投資実施の停止、期限を定めた持分又はその他の資

産の処分を命じ、違法所得を没収し、併せて 10万元以上、100万元以下又は違法投資額の 10％以下の過料に処さなければならない。 
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